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研究成果の概要（和文）：　日本社会の雇用労働者に求められる最も基盤的な能力は、企業のフレキシビリティ
の要求に対して応え得ることであった。それはこれまで特に能力として認識されてきたわけではなく、まさに当
たり前の、（産業）市民の義務として存在してきたと言ってよい。この規範は日本における支配的男性性と深く
重なり、非正規雇用で働く若年男性労働者の社会的承認・アイデンティティに深く影響を与えていた。また同時
に、近年の限定正社員の制度化という流れにおいても、この認識と規範はあらためて構造化されており、雇用労
働の世界とジェンダーのかかわりは深いまま再生産されていると言ってよい。

研究成果の概要（英文）：The foundational ability to be an employee at Japanese companies has been 
the ability to be flexible to the requirements of work assignment, regional transfer, and working 
time. This was/is not clearly recognized as "ability", rather existed almost as the obligations as 
an industrial citizen in this society. This sense of obligation is structurally equated to the 
obligation mandated to be matured man in Japan. The research of young men in non-regular employment 
revealed that they are hurt because they cannot obtain social recognition as matured/responsible men
 due to the lack of their intention/ability to fulfill the obligations. The analysis of the policy 
process that facilitated to establish and introduce the restricted regular employment tells that the
 norms and their relation to gender roles has been reproduced. Therefore the structure of 
employment/gender order that does not allow diversity of identity is still in place in Japan that is
 in the midst of work-style reform. 

研究分野： 社会学
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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
　正規・非正規格差の解消や働き方の多様性の実現が求められている。しかし、本研究の成果は、それらの改革
努力が企業別シティズンシップの内包する平等・公正の観念と性別秩序の関連を理解しなければ、結果は常に不
平等と排除の再生産につながってしまうことを示している。このシティズンシップの規範は人々の男らしさ（女
らしさ）を、職場において期待される能力において強く規定していると同時に、政策過程において言わずもがな
の前提となっているなど大きな影響力を持ち続けている。それを認識しなければ、劣位にある人ですら現状の社
会構造を再生産してしまい、多様化は階層化として実現してしまうだろう。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 

 本研究の目的は、これまで「サラリーマン男性性」を中心として捉えられてきた日本における

男性性の秩序が、非正規雇用が拡大する中でどのように揺らいでいるのか、また変化するとすれ

ばどのような道筋をたどるのかという疑問に対し、非正規雇用という地位を日本の福祉・雇用レ

ジームの中に位置づけることを起点として、変化の方向性についての理解枠組みを作っていく

ことにあった。この大きな目的は最後まで変わらなかったが、実際の調査の対象は個人の意識か

ら政策へと変わり、またその結果明らかになったことも、個人レベルの葛藤ではなく、社会レベ

ルの葛藤の不在、すなわち社会構造の頑健性を強調する方向へと変化することになった。 

これまで日本の男性性については、サラリーマンの持つ文化が、「サラリーマン男性性」とい

うヘゲモニーを形成していることが指摘されてきた（多賀2011； Hidaka 2010； Dasgupta 2013）。

その名の通り、日本的雇用関係とともに作られてきたことから、近年の雇用関係の多様化が、こ

れまでのサラリーマン男性性中心の男性性秩序を解体・多様化させているのではないかという

仮説の根拠となっている。もっとも、エリート男性においては、雇用関係の個人化・グローバル

化や女性の社会進出に対応し、イクメンのイメージに近い男性性が新しい支配的男性性となり

つつあるという指摘がある一方（多賀 2011）、ノンエリート男性や非正規男性については、彼

らの職業意識・稼ぎ主意識・ジェンダー意識が変わらないこと、むしろやや伝統的な価値意識に

近いことなどの報告されてきた（目黒・矢澤・岡本 2012； Cook 2013； 乾 2015）。 

 本研究の基盤となった「知識・サービス経済における新しい男性性」（基盤研究C）でも非正

規雇用男性に着目し、支配的男性性が雇用関係とのかかわりで形成されてきた以上、男性性秩序

の変化を理解するには、正規・非正規雇用の社会構造上への位置づけや職場とのより具体的な関

係性を明らかにすることが必要だと考えた。その結果は、職場における職務の配分、フレキシブ

ルな異動や時間外労働への対応について、使用者の要求に沿って自分の生活・生活設計を行える

労働者、すなわち明確な性別役割分業に基づき家計を支えようとすることこそが正規雇用労働

者たる者への要件であり、サラリーマン男性性の核をなしていた。そしてこの研究でも、若年非

正規男性労働者の稼ぎ主意識・ジェンダー意識は、いわゆる「保守的」な傾向を持つことが確認

されたのである。 

 

２．研究の目的 

 こうした研究に基づく本研究の当初課題は、非正規男性の生きる意味空間の構成を、①福祉・

雇用レジームにおけるシティズンシップの概念で捉えること、そして②現在起こっている男性

性秩序の変化が、「承認」をめぐる問題であることを明らかにすることであった。こうした仮説

は、前掲「新しい男性性」プロジェクトにおけるインタビュー対象者たちが、職場との関わりや

自らの非正規という地位について、権利と義務の用語を用いて説明し、正規との違いや不平等を

正当化していたことに由来する。権利と義務の規範とはすなわち地位を定義する規範であり、現

代社会において人々の地位はまずシティズンシップによって定義され、産業社会とのかかわり

においては産業的シティズンシップ（マーシャル 1993）という概念に着目することが有用であ

ると思われた。本研究代表者は、これまで本プロジェクト以外の研究プロジェクトにおいて、日

本社会における不平等構造の形成論理を日本版の産業的シティズンシップ―企業別シティズン

シップ―と同定する研究を行ってきた。本研究では、そうした研究と性別秩序研究を有機的に連



結する機会であると捉えることとした。 

よって、本研究ではまず、被雇用者として働く正規・非正規労働者の地位を規定する規範が、

産業的シティズンシップのそれであることを明確にする必要があった（①）。その上で、このシ

ティズンシップ規範が人生の時間軸に沿って人々が獲得する（諸）社会的地位を定義し、そこで

役割を果たそうとする個人にとって、日々の生活実践とライフコース構築上の正当化されたガ

イドラインとして立ち現れる（Kohli 1986）という議論に乗り、権利へのアクセスのない人々が

義務とどう向き合わざるを得ないのか明らかにすることを目的とした（②）。 

 

３．研究の方法 

 本研究の当初予定では、①の整理を理論的に行い、②については新しい産業に属する企業での

従業員調査を行う予定であった。①については、前回プロジェクトの成果をまとめる中で、より

深い理論的考察が必要なことが明らかになり、Imai (2018、業績欄参照）にいたる議論の中で、

企業別シティズンシップをより深い構造的・象徴的暴力とかかわる規範として整理する必要が

生じた。最終的には今井（2020、業績欄参照）にまとめることができたが、この作業に非常に多

くの時間と議論を要した。また、その結果、②についても当初予定とは大きく異なる調査をする

こととした。調査の対象を個人とするのではなく、すなわち象徴的暴力の構造を個人の生活の中

に見ようとするのではなく、規範の震源地たる法や政策の領域に確認することとした。ここでは

Imai (2015)においてパート法や労働者派遣法の改正を分析した手法を用い、近年大きなうねり

となっている限定正社員の制度化過程を分析し、企業別シティズンシップがいかに性別秩序と

かかわりながら、労働市場を構造化しているのか明らかにすることとした。 

 

４．研究成果 

本研究で確認できたことは、まず産業的シティズンシップの概念を用いることで、正規・非正

規といった雇用関係にある労働者としての人々を、福祉・雇用レジームにおける地位の階層構造

の中に位置づけることができることである。また、この概念を使う利点には、この規範が包摂と

排除の論理としても機能するということである。権利を得るために義務を果たすべきという点

はよく確認されるが、これは同時に義務を果たさなければ、権利がなくて仕方がないという排除

正当化の論理にもなるという点を確認しておきたい。男性正社員の文化も、特定の福祉・雇用レ

ジームの中で、特定の資源・機会が割り当てられた地位とそれに付随する権利からのみ理解する

のではなく、それにアクセスするには働き方において一定の義務が求められるということで、非

正規雇用労働者たちはそれを強く意識していた。非正規雇用男性の生きる社会空間は、日本的福

祉・雇用レジームにおける企業別シティズンシップの規範によって意味づけられており、この規

範の強さ、日本社会への根付きの深さこそが、不平等構造の安定や、アイデンティティレベルで

の正当な排除を作り出しているように思われた。前プロジェクトの調査結果をあらためて理論

的に解釈しなおすこと、また、規範の強さ・根付きの深さを明らかにする政策レベルの検討を通

して、以下の２点を明らかにすることができた。 

 

（１）企業別シティズンシップに基づく象徴的暴力の構造 

 まず、日本の福祉雇用レジームが、特に大企業男性正規雇用労働者を特権的地位としつつ形成



されたことを認識しておくことが重要である。協調的な労使関係が形成される歴史の中で、男性

稼ぎ主を前提とした賃金、企業規模別に異なる社会保障のデザインを可能にする税制によって、

まさに公的にも「特権的地位」として形成されてきた。ジェンダー研究は、こうした雇用関係の

形成が女性を職場から排除したこと、それから、企業福祉を含む労務管理制度が、人々に男性稼

ぎ主的分業を受け入れさせるインセンティブになったことを指摘してきた（木本 1995； 大沢 

1993）。ここで男性に求められることは、（これまでの男性性研究がしてきたように）単に「職

場に対する強いコミットメント」というだけではなく、職務変更、異動・転勤、柔軟な労働時間

のアレンジメントを受け入れるフレキシブルな態度、そして個人の事情よりも企業の事情を優

先する生活態度としての能力（転勤の受容が典型的）の発揮が求められているということである。 

 非正規雇用男性は、当然正規雇用労働者と同等の権利へのアクセスを持っておらず、自らの人

生、もしくは家族に対して、一人前の男性という承認に見合う資源と機会を持ち帰ることができ

ない。このことが、彼らをして、彼らを不平等構造上劣位に置き、排除しようとする構造そのも

のに、投企する意欲を作り出していた。それがジェンダーにかかわる保守的な意識として現れて

いた。Imai (2018)では、非正規雇用という「去勢された」ライフコースを歩むことになってし

まった若年男性の危機への対応には、１）モラトリアムの主張、２）（企業への「義務」を拒否

することによる）社会的自立の強調、３）保守的ジェンダー観の強調という 3 つのパターンがあ

ることを指摘した。いずれも社会的な承認の獲得をめぐる彼らの葛藤を源泉としているが、特に

ジェンダーにおいて保守的な態度を示すことで支配的な文化を身に付けていることを示そうと

する傾向が見られたことは、彼らが彼らを劣位に置き排除する構造・秩序そのものに対して、彼

らが積極的に投企していることを示しており、典型的な象徴的暴力として社会的承認をめぐる

ダイナミクスが存在していることが明らかになった。 

 

（２）能力主義が経由する企業別シティズンシップとジェンダー秩序 

 企業別シティズンシップが、どれほど階層化と排除を司る規範・論理として構造化されている

か明らかにするために、非正規雇用の再規制過程の分析（Imai 2015）に続き、限定正社員の制

度化過程を分析した。ここで観察されたのが、根強い標準的雇用中心主義と、能力主義を経由し

た企業別シティズンシップとジェンダー秩序の関連であった。限定正社員は、正規・非正規格差

を解消し、またワーク・ライフ・バランスを改善する妙手として、企業レベルで広がり始め、こ

こ 10 年程の政策において推奨されている働き方・コース別雇用管理制度である。勤務地・職域・

労働時間といった側面において、それぞれ限定された働き方ができる制度として拡大しており、

家庭におけるケア責任を持つ人々が仕事を継続できる点で利用が進んでもいる。 

しかしこの拡大は、二つの問題を内包している。一つは、それがきわめて強い標準的雇用中心

主義に基づいて制度化されており、企業別シティズンシップの義務が、日本の職場においては

「能力」として問われていることを徐々に顕在化しつつ、労働者を階層化しつつ拡大しているこ

とである。限定正社員は、勤務地・職域・労働時間の（うちのいずれかの）フレキシビリティに

要請に応えることができない。限定正社員制度は、そのような労働者を、正社員でありながら労

働条件に劣る雇用トラックに囲い込んでいる。「多様化」はその実「階層化」なのだ。転勤に応

じられないのだから、一定の職域以外任せられないのだから、特定の時間以降は働けないのだか

ら、「通常の」正社員よりは処遇が劣るということが正当化されている。それは、この階層化は、



正社員が同じ処遇では「ずるい」と感じる独特の公正観に基づいていることも明らかになった。

日本の労働者にとって、企業のフレキシビリティに貢献することこそが基礎的能力として認識

されるべきであって、それ以外の基準で平等や公正を作り出すことができないのだ。 

今一つは、この能力主義が、個人の選択を媒介して、やはり企業のフレキシビリティ要請に対

してコミットできる人とできない人を選別するという形で、性別秩序とも強くかかわっている

ことが分かった。限定正社員を「コース別雇用管理」とまとめたが、それはこの制度がかつての

一般職・準総合職と、原理上まったく変わるところがないからである。一般職・準総合職はあか

らさまに女性職であったが、雇用均等法制定時に語られたのは、女性は勤続意欲に欠けるため長

期的な人材開発に振り向けることができないという論理に基づいていた。限定正社員は、あから

さまに女性を狙っているわけではないものの、ワーク・ライフ・バランスに対する事情を自ら勘

案したうえでの選択という機序を介してはいるものの、結果として家庭責任・ケア役割を重視せ

ざるを得ない状況にある労働者がこのキャリアトラックを選ばざるを得ない状況にある。その

結果、限定正社員に限って言えば緩やかに脱ジェンダー化しつつ、全体としてケア役割を持つ

（女性）労働者が非正規も含めた劣位のキャリアトラックに配置されるという意味で、性別秩序

とのかかわりを結びなおしている。個人には選択を問う契機が存在していることから、企業への

献身・稼得責任という規範は、ジェンダーのラインに沿って人々にはより明確に認識されるよう

になっていると考えられる。 

（１）（２）の成果は、今井（2020、、業績欄参照）の一部として、2020 年に刊行予定である

（科研費研究成果公開促進費取得済み）。 
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